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衆
議
院
議
員
長
勢
甚
遠
君
提
出
脱
官
僚
政
治
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
脱
官
僚
政
治
に
よ
る
混
乱
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
鳩
山
内
閣
と
し
て
は
、

「
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日
閣
議
決
定
）
等
に
基
づ
き
政
治
主
導
の
国
政
運
営
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
国
会
議
員
等
に
対
す
る
説
明
に
つ
い
て
も
適
切
に
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
書
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
の
大
臣
、
副
大
臣
又
は
大
臣
政
務
官
（
以
下
「
政
務
三
役
」
と
い

う
。
）
が
作
成
す
る
際
に
参
考
と
な
る
よ
う
、
内
閣
法
制
局
に
よ
る
法
律
的
見
地
か
ら
の
検
討
の
結
果
を
含
め
、
必
要
な
情

報
を
関
係
す
る
部
局
か
ら
提
出
さ
せ
た
上
で
、
政
務
三
役
が
そ
れ
ら
を
含
む
種
々
の
情
報
を
基
に
作
成
し
、
最
終
的
に
大
臣

の
責
任
に
お
い
て
閣
議
に
か
け
、
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。


